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(57)【要約】
　本発明に係るタッチ黒板は、少なくとも１つのガラス
黒板（２１）と、少なくとも１つのタッチフィルムと、
少なくとも１つの表示部（２２）とを備え、タッチフィ
ルムがガラス黒板の書き込み可能な裏面に貼り付けられ
、表示部（２２）はタッチフィルムの真裏面に配置する
。本発明に係るタッチ黒板は、一般的なガラス黒板の機
能を有するだけでなく、タッチディスプレイ機能をも有
しているため、マルチメディアファイルの展示とともに
マンマシンインタラクションを行う。また、タッチ黒板
フレーム枠、オールインワンタッチマシンおよび組合式
黒板をも提供する。
【選択図】図２



(2) JP 2017-534948 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１つのガラス黒板と、少なくとも１つのタッチフィルムと、少なくとも１つの
表示部とを備えるタッチ黒板であって、前記タッチフィルムは、前記ガラス黒板の書き込
み側の裏面に貼付され、前記表示部は、前記タッチフィルムの真裏面に配置されることを
特徴とするタッチ黒板。
【請求項２】
前記タッチフィルムは、前記ガラス黒板の中心位置に貼付されることを特徴とする請求項
１に記載のタッチ黒板。
【請求項３】
前記ガラス黒板は、無光沢ガラス板、超透明ガラス板、又はナノメートルガラス板などの
有機高強度ガラスで構成されるものであることを特徴とする請求項１に記載のタッチ黒板
。
【請求項４】
前記ガラス黒板は類似ガラスであることを特徴とする請求項１に記載のタッチ黒板。
【請求項５】
前記ガラス黒板は、ホワイトボードマーカーまたはチョークでの書き込みに適しているこ
とを特徴とする請求項１に記載のタッチ黒板。
【請求項６】
前記ガラス黒板のタッチ領域は、指で直接にタッチする、又はスタイラスペンでタッチす
ることによりコントロールを実現することを特徴とする請求項１に記載のタッチ黒板。
【請求項７】
前記ガラス黒板の下には、前記表示部との通信接続を実現するための各種の通信インター
フェースが実装されることを特徴とする請求項１に記載のタッチ黒板。
【請求項８】
前記表示部には、無線ネットワークカード、無線通信インタフェース及びＵＳＢインタフ
ェースが実装されていることを特徴とする請求項１に記載のタッチ黒板。
【請求項９】
タッチ黒板用黒板フレーム枠であって、前記タッチ黒板は、表示装置とガラス黒板とを備
え、前記黒板フレーム枠が凹字型の合金フレーム枠材からなり、前記凹字型の合金フレー
ム枠材の底面には突起したストッパーバーが設けられていることを特徴とするタッチ黒板
用黒板フレーム枠。
【請求項１０】
前記表示装置は、左金属板ラックと右金属板ラックとを介して前記黒板フレーム枠の上部
梁と下部梁に固定され、前記金属板ラックには１つ以上のネジ穴が設けられていることを
特徴とする請求項９に記載の黒板フレーム枠。
【請求項１１】
前記金属板ラックの両端には、それぞれ折れ曲がった曲げコーナーがあり、前記曲げコー
ナーには、表示装置を固定するための少なくとも１つのネジ穴が設けられていることを特
徴とする請求項１０に記載の黒板フレーム枠。
【請求項１２】
アルミニウム合金材で形成されることを特徴とする請求項９に記載の黒板フレーム枠。
【請求項１３】
前記黒板フレーム枠の凹字型の底面にある突起したストッパーバーは前記ガラス黒板と同
一平面にあることを特徴とする請求項９に記載の黒板フレーム枠。
【請求項１４】
前記黒板フレーム枠は、Ｌ字型のフックを介して前記黒板フレーム枠の凹字型の溝に接合
されていることを特徴とする請求項９に記載の黒板フレーム枠。
【請求項１５】
フロントハウジング、ホスト部、表示部、タッチセンシング部、およびバックハウジング
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を備えるオールインワンタッチマシンであって、前記フロントハウジングは、外枠と、外
枠に嵌め込まれたガラス黒板からなるものであることを特徴とするオールインワンタッチ
マシン。
【請求項１６】
前記外枠と前記ガラス黒板とは同一平面にあることを特徴とする請求項１５に記載のオー
ルインワンタッチマシン。
【請求項１７】
前記ガラス黒板は、無光沢ガラス板、超透明ガラス板、又はナノメートルガラス等の有機
高強度ガラスで構成されることを特徴とする請求項１５に記載のオールインワンタッチマ
シン。
【請求項１８】
前記ガラス黒板はサインペン又はチョークでの書き込みに適していることを特徴とする請
求項１５に記載のオールインワンタッチマシン。
【請求項１９】
前記ガラス黒板の光透過率は９０％より高いことを特徴とする請求項１５に記載のオール
インワンタッチマシン。
【請求項２０】
前記ガラス黒板の厚さは１ｍｍ～２５ｍｍであることを特徴とする請求項１７に記載のオ
ールインワンタッチマシン。
【請求項２１】
前記ガラス黒板のタッチ領域は、直接に指でタッチする、又はスタイラスペンでタッチす
ることにより、コントロールを実現することを特徴とする請求項１５に記載のオールイン
ワンタッチマシン。
【請求項２２】
少なくとも２つの書き込み可能な領域を有する黒板を備える組合式黒板であって、前記組
合式黒板は、請求項１から８のいずれかに記載のタッチ黒板と、液晶手書き黒板、および
／またはガラス黒板からなり、前記組合式黒板が同一平面にあることを特徴とする組合式
黒板。
【請求項２３】
真ん中に固定されているタッチ黒板と、それぞれ左右の両側にある１つの連結可能なガラ
ス黒板とを備えることを特徴とする請求項２２に記載の組合式黒板。
【請求項２４】
前記タッチ黒板は、請求項１７に記載のオールインワンタッチマシンを備えることを特徴
とする請求項２２に記載の組合式黒板。
【請求項２５】
前記ガラス黒板は、黒板フレーム枠と防眩ガラス黒板とからなることを特徴とする請求項
２２に記載の組合式黒板。
【請求項２６】
前記タッチ黒板のガラス黒板は、チョークで書き込み可能な防眩ガラスであることを特徴
とする請求項２２に記載の組合式黒板。
【請求項２７】
前記液晶手書き黒板は、指の力で筆跡を形成し、消去ボタンを一押しすることで筆跡を消
去できるコレステリック液晶手書き用装置であることを特徴とする請求項２２に記載の組
合式黒板。
【請求項２８】
前記液晶手書き黒板の液晶装置は、双安定液晶表示装置であることを特徴とする請求項２
７に記載の組合式黒板。
【請求項２９】
前記液晶手書き黒板には透明な可撓性材料とタッチフィルムで覆われ、前記透明な可撓性
材料は液晶手書き黒板とタッチフィルムとの間にあり、前記タッチフィルムはプロセッサ
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とメモリを備えるコンピュータ装置に接続され、前記メモリには、実行されるときに、プ
ロセッサにタッチフィルム上への書き込み記録の保存を実現させる命令が記憶されている
ことを特徴とする請求項２２に記載の組合式黒板。
【請求項３０】
前記コンピュータ装置は、保存された書込み記録を外部装置に送信するための通信モジュ
ールを備えることを特徴とする請求項２９に記載の組合式黒板。
【請求項３１】
前記通信モジュールは、ブルートゥースモジュールであり、かつ、前記送信は無線送信で
あることを特徴とする請求項３０に記載の組合式黒板。
【請求項３２】
前記液晶手書き黒板の真前には、照明装置が配置されていることを特徴とする請求項２２
に記載の組合式黒板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、一般にマンマシンインタラクションの分野に関し、より詳細には、ナノメート
ルタッチフィルムによるタッチ黒板、タッチ黒板フレーム枠、オールインワンタッチマシ
ンおよび組合式黒板に関する。
【背景技術】
【０００２】
教室内の黒板は、教師が最も頻繁に使用する教学道具である。従来、教師が使っている黒
板は、単一の、書込みに利用可能なガラス板やコンクリート壁面である。近年、マルチメ
ディア教育の普及に伴い、多くの学校では、マルチメディア教室が設置されており、教師
はパワーポイント（ＰＰＴ）で学生に授業をすることができるようになった。設備の整っ
た学校では、授業やインタラクティブに、電子ホワイトボードさえも使用されている。し
かし、マルチメディア授業用のプロジェクタースクリーンへの書き込みができないため、
教師がマルチメディアを使って授業を行う際に何かを書きたい時には非常に不便である。
その場合には、常にプロジェクタースクリーンを納めなければならない。又は、プロジェ
クタースクリーンの左右両側のみにある黒板部分への書き込みとなる。然も、マルチメデ
ィア教室には、プロジェクタ機体とプロジェクタスクリーンの他に、プロジェクタを制御
するためのパソコンをも設置することが必要である。教室に設置されるこれらの設備は、
いたずらが好きな学生に損傷される可能性が高く、メンテナンスや修理費用が嵩む。
【０００３】
現在、経済が比較的に発展している地域では、一部の学校では、一般的な黒板の代わりに
、赤外線タッチ機能を備えるホワイトボードが使用されている。このようなホワイトボー
ドでは、ホワイトボードマーカーで字を書けるだけでなく、マルチメディア授業の機能も
実現できる。しかし、このような赤外線タッチ機能を備えるホワイトボードでは、突出し
たフレーム枠を有するため、チョークでの書き込みができない。さらに、洗浄により、そ
のタッチコントロール機能には、故障が起こりやすいので、タッチに対する反応が遅くな
り、又は、タッチコントロール操作が不能となり、体験感が劣る。
【０００４】
本出願人により前に提出された特許出願（特許出願番号がＣＮ２０１５２００４２６９７
．９で、発明の名称が、書き込み可能なタッチ黒板である）には、黒板に関する技術が開
示されている。具体的には、良好な光透過性を有する書き込み可能なガラス黒板とインテ
リジェントタッチデバイスとを含む。インテリジェントタッチデバイスは、タッチディス
プレイ、制御モジュール、電源モジュールおよび他のモジュールのための計算・表示部、
および支持ハウジングを備える。このようなインテリジェントインタラクティブ黒板は、
一般的な黒板が有する書込み可能な利便性とインテリジェントインタラクティブオールイ
ンワンマシンが有する利点とを組み合わせることができた。その結果、子供や職場での様
々なコミュニケーション活動においては、より便利で自由に書き込むことができ、チョー
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クでの書き込みだけではなく、マルチメディアのプレゼンテーションにも使用可能となっ
た。軽くて楽に移動できたため、使用シナリオの任意性が高まった。このような黒板のマ
ーケティングターゲットは、自宅や会議室用に対応するため、その支持筐体の設計強度及
び構造方式はよく見られる普通の設計である。その一方、本発明は、大きなサイズや重い
重量を有する黒板を壁に吊るしたときの堅さと安全性を満たすように、支持ハウジングの
強度や形状を新たに設計したものである。
【０００５】
また、本出願人により提出されたもう一つの特許出願（発明の名称が、「オールインワン
タッチマシン」である）には、インテリジェントでかつ多様な用途を持つ、便利に設置可
能なオールインワンタッチ装置が開示されている。これはタッチ部、画像表示部、計算制
御部および関係する干渉防止部を集合して一体化した製品であり、公共の展示場所やイン
タラクティブな場所に使用することに非常に適している。また、オフィスなどの場所で、
電子ファイルの展示や複数の人の間でのインタラクションに使用してもいい。一部の事務
所スペースには、プレゼンターは、サインペンやチョークでコミュニケーションや交流の
ために使う文字を表示画面に書けるようにしてほしいという希望があり、オールインワン
タッチマシンに対して新たな要求を求めていた。しかしながら、従来のオールインワンタ
ッチマシンに用いられるハウジング保護用ガラスは、非常に滑らかな一般的なガラスであ
るため、展示のための書き込みには適していない。
【０００６】
現在、市場には、黒板技術として、書き込み可能な液晶ディスプレイパネルによるデバイ
スがあり、インクを使用せずに書込み可能なインテリジェントペーパーが提供されており
、非再生材料を用いた従来の黒板やチョークでの書き方の代わりに、完全に電子化したモ
ードを実現できた。しかし、長年にわたってチョークでの書き込みに慣れている人達にと
っては、チョークでの書き込みのほうが、もっと慣れているため、便利である。しかし、
この技術には、黒板の一部にある領域だけを消したい場合にも黒板の全体を消去しなけれ
ばならず、マルチメディアの再生や書いたものの保存ができないという欠点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
上記内容に基づいて、本発明は、従来技術の欠点を克服するために、ナノメートルタッチ
フィルムによるタッチ黒板、及びそれに関係するタッチ黒板フレーム枠、オールインワン
タッチマシンおよび組合式黒板を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の１つの態様によれば、少なくとも１つのガラス黒板と、少なくとも１つのタッ
チフィルムと、少なくとも１つのディスプレイ部とを備えるタッチ黒板が提供されており
、前記タッチフィルムがガラス黒板の書き込み用裏面に貼り付けられ、表示部がタッチフ
ィルムの真裏面に設置されている。
【０００９】
さらに、タッチフィルムは、ガラス黒板の中心位置に貼り付けられている。
【００１０】
さらに、ガラス黒板は、無光沢ガラス板、超透明ガラス板、又はナノメートルガラス板な
どの有機高強度ガラスで構成される。
【００１１】
さらに、ガラス黒板は類似ガラスである。
【００１２】
さらに、ガラス黒板はホワイトボードマーカーまたはチョークでの書き込みに適している
。
【００１３】
さらに、ガラス黒板のタッチ領域は、指で直接にタッチする、又はスタイラスペンでタッ
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チすることによりコントロールを実現できる。
【００１４】
また、ガラス黒板の下には、表示部との通信接続用の各種の通信インターフェースが実装
されている。
【００１５】
また、表示部には、無線アダプタ、無線通信インタフェース及びＵＳＢインタフェースが
実装されている。
【００１６】
本発明のタッチ黒板は、教師が書き込む時の便利さだけではなく、授業の電子化にも便利
であり、学生とのインタラクションを取れる授業も便利に実現できる上に、一般的な黒板
とマルチメディア教室の両方の利点を有し、費用が節約され、メンテナンスの管理が便利
である。
【００１７】
本発明のもう一つの態様によれば、タッチ黒板用の黒板フレーム枠が提供されており、前
記タッチ黒板は、表示装置とガラス黒板とを備え、前記黒板フレーム枠は、凹字型の合金
フレーム枠材料から構成され、凹字型材の底面には、ガラス黒板を固定できるように、突
起したストッパーバーが設けられている。
【００１８】
さらに、表示装置は、左の金属板ラックと右の金属板ラックとを介して黒板フレーム枠の
上部梁と下部梁に固定され、金属板ラックには少なくとも１つのネジ穴が設けられている
。
【００１９】
さらに、金属板ラックの両端には、それぞれ折れ曲がったコーナーがあり、コーナーには
、表示装置を固定するための少なくとも１つのネジ穴が設けられている。
【００２０】
さらに、黒板フレーム枠は、アルミニウム合金材で形成される。
【００２１】
さらに、黒板フレーム枠の凹字型の底面にある突起したストッパーバーはガラス黒板と同
一平面にある。
【００２２】
さらに、黒板フレーム枠は、Ｌ字型のフックを介して黒板フレーム枠の凹字型の溝に接合
されている。
【００２３】
本発明の黒板フレーム枠は、構造が単純で、機械的強度が強く、設置に便利であり、強固
で安全であり、教室や大型会議室に使用される壁掛け式タッチ黒板に適している。
【００２４】
本発明のもう一つの態様によれば、フロントハウジング、ホスト部、表示部、タッチセン
シング部、およびバックハウジングを備えるオールインワンタッチマシンが提供され、前
記フロントハウジングは、外枠と、外枠に嵌め込まれたガラス黒板からなる。
【００２５】
さらに、前記外枠とガラス黒板とは同一平面にある。
【００２６】
さらに、前記ガラス黒板は、無光沢ガラス板、超透明ガラス板、又はナノメートルガラス
等の有機高強度ガラスで構成される。
【００２７】
さらに、前記ガラス黒板はサインペン又はチョークでの書き込みに適している。
【００２８】
また、前記ガラス黒板の光透過率は９０％より高い。
【００２９】
また、前記ガラス黒板の厚さは１ｍｍ～２５ｍｍである。
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【００３０】
さらに、前記ガラス黒板のタッチ領域は、直接に指でタッチする、又はスタイラスペンで
タッチしてコントロールを実現できる。
【発明の効果】
【００３１】
上記オールインワンタッチマシンは、一般的なオールインワンタッチコンピュータとして
使用することもでき、ホワイトボードとして使用することもでき、ファイルを展示する時
やコンミュニケーションする時の書き込みや文字書き込みに便利であり、ユーザの使用習
慣により適し、ユーザの体験をより良く改善させる。
【００３２】
本発明のもう一つの態様によれば、少なくとも２つの書き込み可能な領域を有する黒板を
備える組合式黒板が提供され、前記組合式黒板は、前記のタッチ黒板と、液晶手書き黒板
、および／またはガラス黒板からなり、前記組合式黒板は同じ平面にある。
【００３３】
さらに、前記組合式黒板は、真ん中に固定されているタッチ黒板と、それぞれ左右の両側
にある１つの連結可能なガラス黒板とを備える。
【００３４】
さらに、タッチ黒板は、前記のオールインワンタッチマシンを備える。
【００３５】
さらに、ガラス黒板は、黒板フレーム枠と防眩ガラス板とからなる。
【００３６】
さらに、タッチ黒板のガラス黒板は、チョークで書き込み可能な防眩ガラスからなる。
【００３７】
さらに、液晶手書き黒板は、指の力で筆跡を形成し、消去ボタンを一押しすることで筆跡
を消去できるコレステリック液晶手書き用装置である。
【００３８】
さらに、液晶手書き黒板の液晶装置は、双安定液晶表示装置を備えてもよい。
【００３９】
さらに、前記液晶手書き黒板には透明な可撓性材料とタッチフィルムで覆われ、前記透明
な可撓性材料は液晶手書き黒板とタッチフィルムとの間にあり、前記タッチフィルムはプ
ロセッサとメモリを備えるコンピュータ装置に結合され、前記メモリには、実行されると
きに、プロセッサにタッチフィルム上への書き込み記録の保存を実現させる命令が記憶さ
れている。
【００４０】
さらに、前記コンピュータ装置は、保存された書込み記録を外部装置に送信するための通
信モジュールを備える。
【００４１】
また、前記通信モジュールはブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）モジュールであり、
かつ、前記送信は無線送信である。
【００４２】
また、液晶手書き黒板の真前には、手書きの筆跡をより明瞭に見えるようにする光を発射
する照明装置が配置されている。
【００４３】
本開示による組合式黒板は、構造が単純であり、現在までの黒板技術のすべての利点を集
合し、様々な異なる使用習慣に従う教師に適している。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
図１は、本発明の第１の実施形態に係るタッチ黒板を示す概略構成図である。
図２は、本発明の第２の実施形態に係るタッチ黒板を示す概略構成図である。
図３は、本発明の第３の実施形態に係るインテリジェント黒板を示す概略構成図である。
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図４は、本発明の第３の実施形態に係る中間の黒板の背面を示す概略構成図である。
図５は、本発明の第３の実施形態に係る黒板フレーム枠の一部を示す立体図である。
図６は、本発明の第３の実施形態に係る黒板フレーム枠の一部を示す断面図である。
図７は、本発明の第３の実施形態に係る金属板ラックを示す正面図である。
図８は、本発明の第３の実施形態に係る金属板ラックを示す左側面図である。
図９は、本発明の第３の実施形態に係る黒板を固定するためのフックを示す正面図である
。
図１０は、本発明の第４の実施形態に係るタッチホワイトボードのオールインワンマシン
の主要構成を示す分解図である。
図１１は、本発明の第５の実施形態に係る組合式黒板を示す概略構成図である。
図１２は、本発明の第５の実施形態に係る組合式黒板を示す概略構成図である。
図１３は、本発明の第５の実施形態に係る組合式黒板を示す概略構成図である。
図１４は、本発明の第５の実施形態に係る組合式黒板を示す概略構成図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
以下の実施形態の説明により、本明細書の目的、機能、及びこれら目的や機能を実現する
ための方法を開示する。しかし、本発明は下記に開示される実施形態に限定されなく、異
なる態様で実現することは可能である。この明細書は、単に、当業者に本発明の詳細な内
容を容易に理解されるように作成したものである。
【第１の実施形態】
【００４６】
本発明はタッチ黒板を提供する。図１に示すように、表示部１２と、真ん中に固定された
黒板１１と、ガラス黒板の手書き用面の裏側に貼付されたタッチフィルムと、両側にある
組み合わせ可能な黒板１３，１４とを備えている。組み合わせ可能な黒板１３，１４と、
真ん中に固定された黒板１１とは、同一平面にある。真ん中に固定された黒板１１におけ
る、書き平面として使用される裏面に、タッチフィルムが張り付けられている。タッチフ
ィルムの真裏面には、表示部１２が取り付けられている。表示部１２は、真ん中に固定さ
れた黒板１１よりも面積が小さく、真ん中に固定された黒板１１の後ろの中央位置に配置
されている。タッチフィルムは、特性として、フローティングタッチ又は非金属材を介し
てタッチを実現できる。真ん中に固定された黒板は、無光沢ガラス板、超透明ガラス板、
又はナノメートルガラス板などの有機高強度ガラスからなるガラス黒板で構成される。ガ
ラスの黒板は、厚さが５ｍｍ～２０ｍｍに制御され、光透過率が８０％よりも大きいガラ
ス材料からなる。表示部１２をオンにしたい場合、教師は、真ん中に固定された黒板１１
を介して、指またはスタイラスで、表示部１２を操作することができる。類似ガラス黒板
が用いられる場合、タッチ作業がなければ、ディスプレイが休止状態に入り、黒板が全体
的に普通のガラス黒板のようになる。また、操作を行いたい場合、単に指でタッチ領域を
触るだけで、ディスプレイはその表示状態に戻る。タッチ黒板１２をオフにすると、教師
はチョークまたはホワイトボードマーカーで直接にガラス黒板の表面に書き込むことがで
きる。真ん中に固定された黒板１１の下辺には、ネットワークインターフェース、ＵＳＢ
インターフェースなどのような常用通信インターフェースを含む、表示部との通信連結を
実現するための各種の通信インターフェースが設けられている。表示部１２のホストには
、無線ネットワークカード、無線通信インタフェース、ＵＳＢインターフェースなどが搭
載されているため、教師は手持ちの携帯装置を利用し、通信インタフェースを介して、コ
ースウェアを有線又は無線で前記表示部１２に転送して表示することができる。このよう
にして、様々な通信接続の実現、電子ファイルやネットワークリソースの使用が便利にな
る。
【第２の実施形態】
【００４７】
タッチ黒板は、図２に示すように、ガラス黒板２１と、ガラス黒板２１の書き込み用の裏
面に貼付されたタッチフィルムと、表示部２２とを備えている。本実施形態に係るガラス



(9) JP 2017-534948 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

黒板は、一体型構造を有し、黒板が全体として、普通なガラス黒板のように一体に見える
が、電子ホワイトボード、マルチメディアの再生、インタラクティブな展示などの機能を
実現することができる。
【００４８】
このようにして、タッチ黒板は、一般的な黒板の書き込み機能を持つだけでなく、マルチ
メディア教学の機能をも集合しているので、投影システムによるマルチメディア教学モー
ドを完全に取り替えることができ、かつ、操作や、学生とのインタラクティブな展示が容
易になり、環境資源の節約や、メンテナンス及び修理のコストの削減を実現できる。
【第３の実施形態】
【００４９】
図３は、本発明の第３の実施形態に係るインテリジェント黒板を示す正面図である。イン
テリジェント黒板は、中間黒板３４と、中間黒板３４の両側にそれぞれ左側黒板３５と右
側黒板３６とを備える。インテリジェント表示装置３１は、中間黒板３４におけるガラス
黒板の内部に取り付けられている。
【００５０】
図４に示すように、本発明の第３の実施形態における中間黒板３４の裏面を示す概略図で
ある。黒板フレーム枠３２は矩形であり、その内部の左右両側のそれぞれに、金属板ラッ
ク３３が配置されている。インテリジェント表示装置３１は、左右の２つの金属板ラック
３３を介して黒板フレーム枠３２の上部梁及び下部梁に固定され、金属板ラック３３には
固定用のネジ穴が設けられている。
【００５１】
また、図５および図６は、本実施形態に係る黒板フレーム枠３２の一部を示す斜視図およ
び断面図である。図示されているように、フレーム枠部材は凹字型の合金材であり、凹字
型の合金材の底面には、ガラス黒板を置く且つ固定するための突起したストッパーバー３
２２が配置されている。突起したストッパーバー３２２およびガラス黒板は、同一平面に
ある。黒板フレーム枠３２は、構造的に安定している低コストのアルミニウム合金材、ス
テンレス鋼または他の合金材料で作ることができる。
【００５２】
また、図７及び図８は、本実施形態に係る金属板ラックの正面図及び左側面図である。金
属板ラック３３の両側のそれぞれに、曲げたコーナーが配置されており、曲げたコーナー
には、インテリジェント表示装置を固定するための少なくとも１つのねじ穴が設けられて
いる。
【００５３】
図９は、黒板を固定するためのフックを示す正面図である。フック３８はＬ字型であり、
その長辺にネジ穴が設けられ、短辺に隆起部が設けられている。ネジ穴はフックを壁に固
定するために使用されます。盛り上がった部分は、凹形状の合金枠の溝３２１と一致する
。このように、フックは取り付けが容易であり、凹形状の合金フレーム枠の構造によって
、壁にしっかりとしっかりと固定することができる。このようなフックは、構造が簡単で
あり、設置およびメンテナンスに便利である。
【００５４】
好ましくは、教室または大会議室のインテリジェント黒板は、３枚の黒板で構成される。
中間の１枚のインテリジェント黒板はより広い面積を有し、インテリジェントディスプレ
イ装置は中間の黒板の後ろに配置され、両側のそれぞれにより小さい黒板が配置される。
組合式構造は、設置、輸送および柔軟な配置を実現することができる。
【第４の実施形態】
【００５５】
本発明に係るタッチホワイトボードオールインワンマシンは、図１０に示すように、フロ
ントハウジング４６と、ホスト部４２と、表示部４３と、タッチセンシング部４５と、バ
ックハウジング４１などとを備え、前記フロントハウジングは、外枠と、外枠に嵌め込ま
れたガラス黒板４７とを備えている。外枠とガラス黒板は同一平面にある。また、前記ハ
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ウジングは、赤外線タッチセンシングモジュールで形成された外枠と、外枠に嵌め込まれ
且つ外枠に対して凹状となるガラス黒板とから構成されてもよい。ガラス黒板４７は、厚
さが１ｍｍ～２５ｍｍ、光透過率が９０％以上の無光沢ガラス板、超透明ガラス板、又は
ナノメートルガラス板などの有機高強度ガラスからなり、耐摩耗性、耐衝撃性のような優
れる特性を有する。ガラス黒板４７は、サインペン又はチョークでの書き込む可能であり
、ガラスであるため、清掃しやすい便利さを持つ。表示部４３に貼付されたタッチセンシ
ング部４５は、ガラス黒板４７の裏面にある。これにより、ユーザは、ガラス黒板４７を
介してタッチすることにより、オールインワンマシンを操作することができる。タッチエ
リアには、指で直接コントロールすることができるだけでなく、スタイラスでタッチコン
トロールすることもできる。
【００５６】
本発明に係るタッチホワイトボードオールインワンマシンは、一般的なタッチオールイン
ワンコンピュータとして使用することができ、また、ホワイトボードとして使用すること
もできるため、ユーザがファイルを表示するや、交流の際に板書又は書き込むにも便利で
あり、これは、ユーザの習慣により適し、より良い体験をユーザにもたらすことができる
。
【第５の実施形態】
【００５７】
図１１は、本発明の第５の実施形態に係る組合式黒板を示す正面図である。組合式黒板は
、真ん中に位置するタッチ黒板５１と、タッチ黒板５１の右側に位置する液晶手書き黒板
５３と、タッチ黒板５１の左側に位置するガラス黒板５２とを備える。
【００５８】
タッチ黒板５１は、黒板のフレーム枠の内に取り付けられたガラス黒板と、ガラス黒板の
裏に配置されるオールインワンタッチマシンとを備え、チョークでの書き込みや手書き入
力に適しており、マルチメディア教学コースウェアの再生に適している。液晶手書き黒板
５３は、指の力で筆跡を形成し、消去ボタンの一押しにより筆跡を消去するコレステリッ
ク液晶手書き装置であり、手書きに適しており、且つ、便利に消去できる。ガラス製の黒
板５２は、黒板フレーム枠と防眩ガラス黒板とからなるため、チョークでの書き込みに適
している。
【００５９】
図１２は、本発明の第５の実施形態に係る組合式黒板の変形例を示す正面図である。左側
にはタッチ黒板５１であり、右側には液晶手書き黒板５３である。
【００６０】
図１３は、本発明の第５の実施形態の他の変形例に係る組合式黒板を示す正面図である。
中間に位置するタッチ黒板５１と、タッチ黒板５１の両側に位置する２つの同様な液晶手
書き黒板５３を備える。
【００６１】
図１４は、本発明の第５の実施形態に係る組合式黒板のもう一つの変形例を示す正面図で
ある。液晶手書き黒板５３上には、タッチフィルム５１、及び液晶手書き黒板５３とタッ
チフィルム５１との間に位置する透明な可撓性材料５２とで覆われており、前記タッチフ
ィルム５１はプロセッサとメモリとを備えるコンピュータ装置（図示せず）に接続されて
いる。前記メモリには、プロセッサにより、書き込まれた記録をタッチフィルムに保存さ
せるように実行可能な命令を格納している。前記コンピュータ装置は、保存された書き込
みの記録を外部装置に送信するための通信モジュールを備える。前記通信モジュールは、
ブルートゥースモジュールであってもよい。また、前記送信はワイヤレス送信であっても
よい。
【００６２】
上記の実施形態は本発明に係るいくつかの好ましい実施形態であり、本発明の範囲を限定
するものと理解されるべきではない。本分野の当業者が、本発明の精神および範囲から逸
脱しない限り、若干の変形や改良を想到できるが、これらの変形や改良も本発明の保護請
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、添付の特許請求の範囲に準じる。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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